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第１章　総　　則

（目　　的）
第１条　　この規程は、契約書管理規程第10条の契約書の管理に関し、契約書の保管責任者及び保管処理手続きを定め、業務の円滑かつ確実なる処理を図ることを目的とする。

（適用範囲）
第２条　　この規程は、契約書、覚書その他協定書、念書、誓約書等名称の如何を問わず会社名をもって文書により行うすべての契約に対して適用する。ただし、第３条に定める保管責任者が、契約締結部門の担当部・室長と協議し、契約締結部門で保管する方が適切と認められるものがあった場合においては、この規程の対象外として扱うことができるものとする。尚、協議した内容については記録を作成し、契約書保管責任者が捺印の上、契約締結部門の長がこれを保管する。

（契約書の保管責任者）
第３条　　契約書正本の保管は、総務部長がこれを行う。

（保管依頼）
第４条　　契約締結部門の担当部・室長は、契約を締結した場合、直ちに契約書正本を総務部長へ提出し、保管を要請するものとする。

（契約台帳の作成）
第５条　　総務部長は、契約書正本を受付けたときは直ちに契約台帳に重要事項を記入の上、契約書正本を所定の位置に所定の保存方式に従い保管する。

（契約書の一時持出し）
第６条　　契約書正本の一時的な持出しを必要とする場合は、総務部長の許可を得るものとし、一時借用者はその契約書の臨時保管に当たっては慎重にこれを行うものとする。

（保存期間）
第７条　　契約期間が満了した契約書の保存は、別途契約種別・内容に応じ文書保存基準に定めるものとする。

（規程の管理）
第８条　　この規程の管理は、総務部長が行う。
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付　　則

①　この規程は、２０１５年　９月　１日から施行する。
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